
4登別ブランド推奨品

　
●
応
募
で
き
る
方

市
内
に
事
業
所
を
有
し
て
い
る
事
業
者

●
対
象
と
な
る
商
品

主
な
原
材
料
が
市
内
で
生
産
ま
た
は
採

取
さ
れ
て
い
る
加
工
食
品
（
市
内
で
生

産
ま
た
は
採
取
で
き
な
い
も
の
に
限
り
、

北
海
道
産
も
対
象
と
し
ま
す
）

●
応
募
で
き
る
品
数

１
事
業
者
に
つ
き
２
品
ま
で

　
　
『
登
別
ブ
ラ
ン
ド
推
奨
申
込
書
』
に
次

の
も
の
を
添
え
て
、
12
月
22
日
㈫
17
時
ま

で
に
、
商
工
労
政
グ
ル
ー
プ
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

●
添
付
す
る
も
の

特
産
品
調
査
票
・
商
品
サ
ン
プ
ル
（
２

個
無
償
提
供
）
・
商
品
カ
タ
ロ
グ
（
商

品
を
説
明
し
た
も
の
）

※
申
込
書
は
商
工
労
政
グ
ル
ー
プ
と
登
別

商
工
会
議
所
に
備
え
付
け
の
ほ
か
、
登

別
ブ
ラ
ン
ド
推
進
協
議
会
や
同
会
議
所
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
。

※
食
味
審
査
時
に
試
食
品
の
無
償
提
供
が

必
要
で
す
。

◎
応
募
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

▼
日
時
　
11
月
６
日
㈮
18
時

▼
場
所
　
市
役
所
２
階
第
二
委
員
会
室

　
　
平
成
28
年
１
月
17
日
㈰
に
開
催
予
定
の

推
奨
審
査
会
で
、
５
ペ
ー
ジ
に
記
載
す
る

項
目
の
審
査
を
行
っ
た
後
、
推
奨
品
を
決

定
し
、
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

※
審
査
員
は
、
市
民
、
生
産
者
が
組
織
す

る
組
合
な
ど
の
役
員
、
報
道
関
係
者
、

調
理
師
ほ
か
20
人
程
度
。

　
　
販
売
促
進
や
販
路
開
拓
を
目
的
と
し
て
、

主
に
次
の
よ
う
な
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

・
ポ
ス
タ
ー
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
商

品
の
Ｐ
Ｒ

・
雑
誌
な
ど
へ
の
広
告
掲
載

・
同
協
議
会
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
登
別

商
工
会
議
所
会
報
な
ど
で
の
商
品
紹
介

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

奇数マイナンバー制度

▲平成26年度認定の登別ブランド推奨
品（商品の説明は７ページに記載）

▲登別ブランド推奨品のパンフレット
（左）やポスター（右）

登別ブランド推奨審査会の委員を募集します

▼応募資格　市民で市内の食品加工業者と利害関係のない方

▼役割　平成28年１月17日㈰開催予定の推奨審査会で、商品
説明や試食などを行い審査します

▼定員　２人（応募者が３人以上のときは選考）

▼応募方法　12月22日㈫17時までに商工労政グループ、登別
商工会議所備え付け、または同会議所や市ホームページに
掲載の応募用紙に必要事項を記入し、郵送またはファクス、
Ｅメールにより登別ブランド推進協議会（〒059-8701中央
町６丁目11、　85 8 2 8 6、shoko@city.noboribetsu.lg.jp）
に提出

　登別ブランド推進協議会は、登別温泉のイメージを裏切らない高品質な地元産加工食品を『登別ブ
ランド推奨品』として認定し、広く宣伝することで、商品の信頼や知名度を高めるとともに、地域経
済の活性化を図り、まちのイメージを向上させることを目的に活動しています。
　これまで23品を登別ブランド推奨品として認定し、積極的にＰＲしています。
　この機会にぜひ、まちの新たなシンボルとなるこだわりを持った自慢の商品をご応募ください。

登別ブランド推奨品に応募しませんか

応
募
要
件

応
募
方
法

推
奨
品
の
決
定
方
法

推
奨
品
に
認
定
さ
れ
る
と


